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別紙 
 
 

整備加速型における建設工事に係る設計意図伝達等業務積算要領 
 
第１ 定義 
   この通知において、整備加速型とは、施設整備の執行に係る基本的な考え方

について（防整整第８７８４号。令和８年３月３１日）に示す整備加速型をい

う。また、本通知の設計意図伝達等業務とは、整備加速型により発注する建設

工事に係る設計意図伝達等業務の実施要領について（防整整第８８０３号。令

和８年３月３１日）に示す設計意図伝達等業務をいう。 
 

第２ 適用範囲 
整備加速型の設計意図伝達等業務に係る積算価格を算定するに当たっては、

建設工事に係る設計業務委託積算価格算定要領について（防整整第１５２２

２号。令和７年６月２６日）によるほか、この要領の定めるところによる。 
 

第３ 建築及び設備の積算価格の算定 
１ 直接人件費 
（１）直接人件費は、技術者の労務の数量（人・日）に、別に定める基準日額を

乗じて算定する。なお、基準日額は、整備計画局長が定める「設計業務委託

等技術者単価」における技師Ｃの単価とする。 
 

（２）設計意図伝達等業務のうち、設計意図伝達業務に係る業務人・時間数は、

官庁施設の設計業務等積算要領（以下「積算要領」という。）第２章５．に

より算定する。なお、積算要領第２章５．２（２）に示す、第２章２．の算

定方法を用いる場合は、以下の表に示す業務細分率を用いて算定する。 
表 一般業務に係る算定に用いる業務細分率 

 建築物の用途等 第１類 第２類 

業務分野 総合 構造 設備 総合 構造 設備 

設 計 意

図 伝 達

に 関 す

る 業 務

細分率 

(1)設計意図を正確に伝え

るための質疑応答、説明等 

0.1 0.09 0.1 0.1 0.09 0.09 

(2)工事材料、設備機器等

の選定に関する設計意図

の観点からの検討、助言等 

0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

設計意図伝達等業務に関

する業務細分率の合計 

0.16 0.15 0.16 0.16 0.15 0.15 

 
 （３）設計意図伝達等業務のうち、追加業務に係る業務人・時間数は、以下に示



 

 
 

す業務人・時間数を計上するものとする。 
なお、業務人・時間数とともに特記仕様書に記載し、業務の実態に応じて、

監督官と協議の上、精算するものとする。 
  ア 工事の履行に必要な設計図書の変更を行うための図面作成及び積算業務等 
    積算要領第２章２.の算定方法を用いて、実施設計業務時に算定した一般業

務に係る標準人工数に１０％乗じた業務人・時間数を標準とする。 
   

２ 諸経費 
   諸経費率は１１０／１００を標準とする。 
 

３ 技術経費 
   技術経費率は１５／１００を標準とする。 
 

４ 特別経費                      
特別経費には、契約保証料、行政手数料、公共建築設計者情報システムへの

業務カルテ登録料等が含まれる。 
  
第４ 土木の積算価格の算定 

１ 直接人件費 
（１）適用単価 

直接人件費は、技術者の労務の数量（人・日）に、別に定める基準日額を

乗じて算定する。なお、基準日額は、整備計画局長が定める「設計業務委託

等技術者単価」における単価とする。 
 

（２）意図伝達業務に係る人員算定 
設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等に必要な経費として、担

当技術者は技師（Ｃ）１人／回を標準とし、従事する技術者の職階、労務数

量及び回数は、対象事業の規模及び難易度等を勘案の上、決定するものとす

る。 
従事する技術者の職階、労務数量及び回数については特記仕様書に記載す

るものとし、業務の実態に応じて精算するものとする。   
なお、旅費交通費については実績に応じて精算するものとする。 

 
（３）追加業務に係る人員算定 

対象工事の設計変更に係る資料等（変更特記仕様書、変更図面、変更数量

計算書、積算業務、見積徴収等）の作成に従事する担当技術者は技師（Ｃ）

とし、次式により所要延人数を算定し実績に応じて精算するものとする。 
所要延人数＝設計変更１０人／回×２回（変更回数）×対象工事件数 
なお、追加業務に伴う現場打合わせ回数は、設計変更１回当たり１人／回

を標準とし精算するものとする。 



 

 
 

 
２ 直接経費 

「建設工事に係る事業監理業務積算要領について（通知）」別紙第４ 
２ 直接経費による。 

 
３ その他原価 

「建設工事に係る事業監理業務積算要領について（通知）」別紙第４ 
 ３ その他原価による。 

 
４ 一般管理費等 

「建設工事に係る事業監理業務積算要領について（通知）」別紙第４ 
 ４ 一般管理費による。 

 


